
 

     

広
島
県
個
別
労
働
関
係
紛
争
の
あ
っ
せ
ん
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

 
 

令
和
八
年
七
月
六
日 

広
島
県
知
事 

横 
 

田 
 

美 
 

香 

広
島
県
条
例
第
二
十
五
号 

広
島
県
個
別
労
働
関
係
紛
争
の
あ
っ
せ
ん
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

広
島
県
個
別
労
働
関
係
紛
争
の
あ
っ
せ
ん
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
広
島
県
条
例
第
三
十
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

改 

正 

後 
改 

正 

前 

 

（
あ
っ
せ
ん
） 

第
三
条 

（
略
） 

 

一―

四 

（
略
） 

 

五 

雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及

び
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七

年
法
律
第
百
十
三
号
）
に
よ
る
都
道
府
県
労
働
局

長
の
助
言
、
指
導
若
し
く
は
勧
告
が
行
わ
れ
て
い

る
も
の
又
は
同
法
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す

る
委
員
会
に
よ
る
調
停
が
開
始
さ
れ
て
い
る
も
の

若
し
く
は
成
立
し
た
も
の 

 

六―

九 

（
略
） 

 

十 

労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の

雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
に

よ
る
都
道
府
県
労
働
局
長
の
助
言
、
指
導
若
し
く

は
勧
告
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
又
は
同
法
第
三
十

七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
委
員
会
に
よ
る
調
停
が

開
始
さ
れ
て
い
る
も
の
若
し
く
は
成
立
し
た
も
の 

  

十
一
・
十
二 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

 

（
あ
っ
せ
ん
） 

第
三
条 

（
略
） 

 

一―

四 

（
略
） 

 

五 

雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及

び
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七

年
法
律
第
百
十
三
号
）
に
よ
る
都
道
府
県
労
働
局

長
の
助
言
、
指
導
若
し
く
は
勧
告
が
行
わ
れ
て
い

る
も
の
又
は
同
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る

委
員
会
に
よ
る
調
停
が
開
始
さ
れ
て
い
る
も
の
若

し
く
は
成
立
し
た
も
の 

 

六―

九 

（
略
） 

 

十 

労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の

雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
に

よ
る
都
道
府
県
労
働
局
長
の
助
言
、
指
導
若
し
く

は
勧
告
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
又
は
同
法
第
三
十

条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
委
員
会
に
よ
る
調
停

が
開
始
さ
れ
て
い
る
も
の
若
し
く
は
成
立
し
た
も

の 
 

十
一
・
十
二 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

 
 


